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1 基本的な考え方

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第11条第 3 項において、 食品安全委員会（以下

「委員会」という。）が行う食品健康影響評価（以下「評価」という。）は、 その時点にお

いて到達されている水準の科学的知見に基づき客観的かつ中立公正に行われなければなら

ないことが規定されている。 評価に係る調査審議又は議決（以下「調査審議等」という。）

は、 各分野の第一線の学識経験者により行われているが、 当該調査審議等に用いられる資

料の作成に当該学識経験者が密接に関与している場合等、 中立公正な評価の確保の観点か

らは、 委員会又は専門調査会（以下「委員会等」という。）における当該調査審議等に当

該学識経験者が参加することが適当でない場合も想定される。

本委員会決定は、 以上のような観点から、 学識経験者が参加して行う委員会等における

調査審議等の方法等を定めるものである。

2 委員会等における調査審議等への参加について

(1)委員会等は、 その所属する委員又は専門委員（以下「委員等」という。）が次に掲

げる場合に該当するときは、 当該委員等を調査審議等に参加させないものとする。 た

だし、 委員会等が当該委員等の有する科学的知見が委員会等の調査審議に不可欠であ

ると認める場合は、 当該調査審議に参加させることができる。

① 委員等本人又はその家族（配偶者及び一親等の者であって、 委員等と生計を一に

するもの。 以下同じ。）が、 調査審議等の対象となる企業申請品目の申請企業若し

くはその関連企業又は同業他社（以下「特定企業」という。）から、 過去3年間の

各年において新たに取得した金品等の企業ごとの金額（金品を換算した金額を含

む。）について、 その合計額が500万円を超える場合又は別表に掲げるいずれかに該

当する場合。 ただし、 当該同業他社については、 企業申請品目と機能及び販売目的

が類似した当該同業他社の競合品の開発に関与している場合に限る。

② 委員等本人又はその家族が所有する特定企業の株式の保有割合が全株式の5％以

上である場合

③ 委員等本人又はその家族が、 特定企業の役員等（特定企業の経営を行う役職にあ

る者をいう。）に、 過去3年間において就任していた、 又は就任している場合

④ 特定企業からの依頼により当該調査審議等の対象品目の申請資料等の作成に協力
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